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み
ん
な
で
認
知
症
の
方
と
そ
の
家
族
を
支
え
、
誰
も
が
暮
ら

し
や
す
い
地
域
づ
く
り
運
動
「
認
知
症
を
知
り
地
域
を
つ
く
る

10
カ
年
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
全
国
で
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
。 

　
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
一
環
で
あ
る
「
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
１
０
０

万
人
キ
ャ
ラ
バ
ン
」
は
、
認
知
症
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、

認
知
症
の
方
や
そ
の
家
族
を
見
守
り
、
支
援
す
る
「
認
知
症
サ

ポ
ー
タ
ー
」
を
全
国
で
１
０
０
万
人
養
成
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
ま
す
。 

認知症サポーター 
が身につける 
「オレンジリング」 

■
申
し
込
み
の
条
件 

　
北
秋
田
市
に
在
住
・
在
勤
の
方

を
中
心
と
し
た
集
ま
り
で
、
10
人

以
上
の
受
講
生
が
集
ま
れ
ば
開
催

可
能
で
す
。 

　
会
場
は
、
北
秋
田
市
内
で
す
。 

■
講
座
の
講
師 

　
講
座
の
講
師
は
、
専
門
の
研
修

を
受
講
し
た
「
認
知
症
キ
ャ
ラ
バ

ン
・
メ
イ
ト
」
が
担
当
し
ま
す
。

講
師
は
、
認
知
症
に
対
す
る
正
し

い
知
識
と
具
体
的
な
対
応
方
法
等

を
講
座
に
出
向
い
て
地
域
に
広
め

る
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。 

■
講
座
を
開
催
す
る
に
は 

①
市
介
護
保
険
班
に
認
知
症
サ
ポ
ー

タ
ー
養
成
講
座
開
催
申
込
書
を
郵

送
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
申
し
込
み
を
行
な
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。 

②
市
で
は
開
催
日
時
・
会
場
で
講

師
を
す
る
こ
と
の
で
き
る
キ
ャ
ラ

バ
ン
・
メ
イ
ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ま
た
、
講
座
に
必
要
な
標
準
テ
キ

ス
ト
及
び
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ
は
市

で
準
備
し
ま
す
。 

　　開催機会 

地域の人たちで 
 

地域の企業・団体で
 

 

学校で 

　　　開　催　団　体 

自治会、町内会、老人クラブ、 

子ども会、商店街など 

商工会、金融機関、スーパー、 

コンビニ、公共交通機関など 

小学校、中学校、高等学校の 

生徒、教職員、ＰＴＡなど 

■開催が考えられる様々な機会（例） 

●認知症サポーター100万人キャラバンとは 

●認知症を理解する（１） 

　１認知症とはどういうものか 

　２認知症の症状 

　３認知症の中核症状 

　４認知症の周辺症状とその支援 

●認知症を理解する（２） 

　５認知症の診断・治療 

　６認知症の予防についての考え方 

　７認知症の人と接するときの心がまえ 

　８認知症介護をしている人の気

　持ちを理解する 

●認知症サポーターとは 

●認知症サポーターのできること 

15分 

30分 

30分 

15分 

90分 計 

■講座の内容 

※認知症サポーター養成講座の標準テキス
トに基づいて、ビデオ上映も交えながら60
分から90分の講座が行なわれます。 

◎
お
問
い
合
わ
せ 

　
高
齢
福
祉
課
　
介
護
保
険
班 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

62-

１
１
１
２ 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
�

62-

４
２
９
６ 

児童扶養手当とは・・・ 

　父母が離婚、父が１年以上行方不明、父が死亡し

た場合などにより児童を養育している母または養育

者で、前年の所得が一定額未満の場合に受給できます。

ただし、児童が児童福祉施設等に入所している場合

や母または養育者が公的年金を受けている場合は該

当しません。 

特別児童扶養手当は・・・ 

　心身に障害のある２０歳未満の児童を養育してい

る方で、前年の所得が一定額未満の場合に受給でき

ます。ただし、児童が児童福祉施設等に入所してい

る場合や、障害のために公的年金を受けている場合

は該当しません。 

◆現況届について 

■面接日　鷹巣地区＝８月19日（水）～21日（金） 

　　　　　合川地区＝８月17日（月）～18日（火） 

　　森吉・阿仁地区＝８月11日（火）～12日（水） 

■時間　９：００～１８：００ 

■場所　市役所または住居地区の総合窓口センター 

▽１月２日以降に北秋田市へ転入された方は、所得

証明と戸籍謄本が必要です 

▽該当者には市からの通知を出しますが、通知が届

かない場合はご連絡ください 

▽上記日程や時間等で都合のつかない方はご連絡く

ださい 

◎お問い合わせ　福祉課こども福祉班　�62-6638 

　　　　　　　　または各総合窓口センター市民班 

児童扶養手当・特別児童扶養手当 

　交通・労働・自然災害により、父又は母を亡くした（著

しい障害を含む）義務教育修了前の児童（遺児）を養

育している方（保護者）に援護給付金が支給されます。 

■見舞金　災害で遺児となったとき、遺児１人につ

き10万円 

■入学祝金　遺児が小学校、中学校（特別支援学校を

含む）に入学したとき、１人につき５万円 

■奨励金　遺児１人につき年３万円 

■卒業祝金　遺児が義務教育を修了したとき、１人

につき５万円 

※金額は平成16年４月１日から適用 

災害遺児保護者の皆様へ 

災害遺児に県民のあたたかい手を！ 

　(財)秋田県災害遺児愛護会は、県民等から寄せられ

た寄付金等を基金として、交通・労働・自然災害によ

り保護者を亡くされた災害遺児に対し、援護をして

います。同会は、基金の運用益と皆様の善意による

寄付金のみで運営していますが、近年、運用益も寄

付金も減少してきており、事業運営が大変厳しい状

況です。どうか県民の皆様のあたたかいご支援をお

願いします。 

■振替口座【専用振込用紙・手数料無料】　秋田銀

行県庁支店（普）７０４８／北都銀行本店（普）３７００１　 

◎お問い合わせ　(財)秋田県災害遺児愛護会（秋田市

旭北栄町1-5、県社会福祉会館内）   �018-864-2717 

または、市役所福祉課こども福祉班　�62-6638

◆「認知症サポーター」とは 
　認知症サポーター養成講座を受講した方が「認

知症サポーター」です。 

　サポーターは認知症を正しく理解してもらい、

認知症の人や家族を温かく見守る応援者となって

もらいます。 

　何か特別なことをする人ではなく、自分のでき

る範囲で活動していただければいいのです。 

　認知症サポーターにはシンボルグッズであるオ

レンジリングが配

布されます。 

 

 

 

 

 

◆「認知症の方の支え」になる 
　「認知症の人は何もわからない」は大きな間違

いです。 

　例えば、認知症を自分自身の問題と認識し、友

人や家族に学んだ知識を伝えること、認知症の方

や家族の気持ちを理解するよう努めることなどが

サポート活動の一つです。 

　
北
秋
田
市
は
、
認
知
症
の
方
や
そ
の

家
族
が
住
み
慣
れ
た
家
庭
や
地
域
で
生

活
が
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
、
認
知
症

は
誰
で
も
発
症
す
る
可
能
性
の
あ
る
身

近
な
病
気
で
あ
り
、
誰
も
が
自
ら
の
問

題
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
も
、
地
域
社

会
全
体
と
し
て
支
え
る
地
域
づ
く
り
を

進
め
て
い
き
ま
す
。 

　
講
座
の
内
容
は
、
必
ず
し
も
今
回
掲

載
し
た
内
容
に
と
ら
わ
れ
ず
、
受
講
団

体
等
の
特
性
に
合
わ
せ
た
講
座
の
開
催

も
可
能
で
す
の
で
、
ご
相
談
下
さ
い
。 

　
認
知
症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の
開

催
を
希
望
さ
れ
る
団
体
等
が
あ
り
ま
し

た
ら
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。 

　
講
座
開
催
に
か
か

る
費
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

認知症サポーター認知症サポーター／児童扶養手当・特別児童扶養手当／災害遺児保護者の皆様へ・災害遺児にあたたかい手を！


